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第 58号 2024年 9月 1日 

 

 

 

 

 

        「手をつなぐ心の病相談窓口」NPO法人神家連の輪！！ 

 

NPO法人神家連 理事長・涌波 和信 

 

NPO 法人神家連はこの 9月に 4年目を迎え、新たな挑戦をします。「ある日突然、精神疾

患の宣告を受け、就労も結婚の夢も破壊され、家族が途方に暮れ、何が何だか分からず月日

が過ぎて、当事者が安心して自分らしく暮らせるために何の手も打てていないのが現実で

す」。神家連は専門家チームとの輪を強化して精神保健福祉に貢献します。 

（１） の挑戦：「地域支援の会 たちばな」の設立！ 

まずは、中央区に「手をつなぐ心の病相談窓口」の家族、医師、看護師等、心の病の行政・

関係機関と連携する交流の輪を設立します。 

（２） の挑戦：「定期的学習会・相談会」の開催（毎月第三火曜日午後） 

「親亡き後」シリーズとして、社労士等の専門家や行政・社協等から講師を招いて出前講座

を実施します。講演会ではなく、すぐに役立つ実践勉強会です。 

（３）の挑戦：毎週金曜日は神家連電話相談日です。窓口は（TEL 078-954-5012） 

「定期的ステップアップ研修会」（毎月第四金曜日午後）を開催。時代と共に社会資源も大

きく変革・充実しています。先般「たちばな障がい者相談支援センター」「自立（生活）訓

練事業所」の職員を交えて対話しました。「ステップアップ研修会」は電話相談員のレベル

アップと相談員拡充のみならず、神家連の後継者人材育成を兼ねます。毎月、直接、行政及

び各機関から参加いただいています。今後、医師、社協、障がい者相談支援センター、拠点

（見守り隊）、特定相談支援事業所、居住支援事業所、自立（生活）訓練事業所等…。 

（４） の挑戦：神家連学習会 

・「こころの病家族教室」10月 27日（日）10時～16時 婦人会館  

森川すいめい精神科医「オープンダイアローグ」～対話とはなにか？ 

・11月 23日（土）11時～16時半 長田区文化ホール（ピフレホール） 

夏苅郁子精神科医「より良い精神科医療を目指して」主催：兵家連 
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２０２４年度こころの病家族教室（主催 神家連） 

すいめいさんと一緒に考える「オープンダイアローグ」～対話とはなにか？ 

 

 昨年度の「こころの病家族教室」で兵庫県立大学・川田美和教授に「オープンダイアロー

グとは何か？開かれた対話の可能性」と題して講演していただきました。多くの方々から、

今後も「オープンダイアローグ」の研修会を継続して行い、一般社会や医療機関に普及させ

てほしいとの声が寄せられましたので、今年度も同じテーマを取り上げ、更に理解を深めた

いと思います。 

 

日時：２０２４年１０月２７日（日） 

第一部 10時～12時 （受付 9時半～）「森川すいめいさんの講演」 

第二部 13時～16時 （受付 12時半～）「対話とは何か？すいめいさんとみんなで考える」 

場所：神戸市立総合福祉センター５階、婦人会館 大会議室（さくら） 

講師：森川すいめいさん（精神科医） 

 

なお、すいめいさんの経歴や著書等詳細は５頁、申込用紙は６頁をご覧ください。 

                                                                                  

神家連懇談会のお知らせ 

 精神疾患を持つ本人は親亡き後、どのように自活していくのか？本人として何を準備すべ

きか？本人は支援者とつながっていますか？親として何を準備しておくべきか？こうした

現実的な問題について、情報を知り、学び、参加者同士で意見交換をして、親も子も安心し

て生活できるようにする学習・相談会です。毎月第三火曜日午後、神戸市立総合福祉センター

で開催します。内容詳細はホームページ等で事前にお知らせいたします。 

 

「親亡き後」シリーズ 

 

第 14回神家連懇談会（9月 17日） 

「生活保護制度、成年後見制度、日常生活自立支援事業について」 

第 15回神家連懇談会（10月 15日） 

「日常生活支援について」 

第 16回神家連懇談会（11月 19日） 

「終活について」                          

第 17回神家連懇談会（12月 17日）            （ホームページは、スマホ等で 

「ひょうご防災ネットについて」                この QRコードを読み取ってください。）                                                     
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特定相談支援事業所て何だろう？ 

                          特定相談支援事業所すずらん 加納 郁久 

「相談支援」てなに？ 

私たちの日常にはどこにでも「相談」があります。親しい人に相談することも区役所に

相談することも相談です。もちろん相談支援事業所も相談をお受けするのですが、何が違

うのでしょうか？「相談支援」とは、障害者総合支援法で法律上定義を持つ言葉として位

置づけられています。具体的には地域生活支援事業に位置付けられる市町村（神戸市の場

合は各区にある障害者相談支援センター）が行う「相談支援事業」と自立支援給付事業に

位置付けられる都道府県指定の「一般相談支援事業」と「特定相談支援事業」がありま

す。 

一般相談支援事業所は、障害者施設や精神科病院に入所、入院している重点的な支援を

必要としている方に、相談、外出の同行支援や障害福祉サービスの体験利用、体験宿泊の

提供等を行い、地域移行を促す支援を行う地域移行支援と、地域生活を送る利用者に常に

連絡が取れる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際の訪問や相談などの必要

な支援を行う地域定着支援を行います。 

特定相談支援事業所は、就労系（A型や B型等）、居宅介護、グループホーム等の障害福

祉サービス等を利用する場合に利用者の意向を尊重し、心身の状況や環境などを確認して

サービス等利用計画を作成するサービス利用支援と、障害福祉サービス等が継続的、適切

に利用されるよう、定期的に利用状況の確認や計画の見直し、各関係者との連絡調整等を

行う継続サービス利用支援（モニタリング）を行います。 

「特定相談支援事業所」は利用者を障害福祉サービス等に繋ぐことが仕事？ 

大雑把に言えばそうですが、大切なことは、利用者中心の計画を立てることです。この

ためにはニーズを引き出し、その人の強みを知り、必要な支援は何かを明らかにして支援

に繋げ、拡げることです。しかしそのためには、利用者が本当に困っている事を把握する

ことですが、これには丁寧な対応を行い、信頼関係の構築が必要です。よく相談支援事業

所は採算が合わないとよく言います。これは相談支援事業所が増えない大きな理由の一つ

ですが、利用者中心の丁寧な対応こそが支援の要であると思っています。 

 

 

精神科救急窓口のご案内 

精神科救急情報センター 電話番号：０７８－３６７－７２１０ 

平日：午後５時～翌日午前９時 

      土、日、祝日、休日：午前９時～翌日午前９時 

平日昼間は各区保健センターや精神保健福祉センター（TEL 078-371-1900）へ 

ご利用の際は、氏名・住所・連絡先を対応職員に伝えてください。 
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家族会のご紹介 

垂水家族会の歴史 ― 宇野元会長を偲ぶ 

                                              垂水家族会・前会長 黒岩 ウノ 

 

  私が宇野会長とお出会いしたのは、1986

年（昭和 61年）頃だったと思います。神戸

三宮の勤労会館で講演会があり、名古屋大

学の笠原先生が、心を病む人の脳の中、耳の

少し上の部分に病気が起きる等お話されま

した。講演会が終わる少し前に受付に戻り、

入会の手続きをしていると、宇野会長（当時）

がおられ、「私の住まいと近いので、また

色々と手伝ってもらえますね。垂西むつみ

会作業所をご案内できますよ」と言ってく

ださったことを思い出します。垂水区役所

の東側、川原町 1 丁目に一人暮らしのお年

寄りの家があり、そこの 2 階を借りて作業

所を開かれたということで、見学してみる

と、メンバーさん 7，8人が仕事をしておら

れ、手慣れた手つきでした。私もお手伝いに

通うことにしました。 

神家連が発足（1986 年４月）してからの

ことだと思いますが、「バスの定期券も無料

に」と市に交渉して、市も認めてくださいま

した。宇野会長は「西区にも作業所ができな

いかな」と度々言われていましたので、私も

動かなければと思い、土地をもっておられ

る平野町の農家 4，5軒にお願いして回りま

した。しかし、反応がないので、友達に「ダ

メだった」と話すと、「私のいとこが近くで

建築屋をやっているので、聞いてごらん」と

電話番号を教えてくれて、早速、連絡を取っ

てみると、「どうぞお使いください」と言っ

てくださり、床板を張り替えてくれました。

「家賃はいりません」とのことでしたが、会

長は「市に相談すると出ますので」と言って、

10 万円の家賃になりました。割と手順よく

起ち上がりました。1992 年（平成 4 年）11

月 6日に、「なでしこの里作業所」として開

所式を行い、北家族会の方、岡田さん、畑中

さん、メンバーさん、池山さん、宇野会長、

私が出席しました。 

宇野会長はその後体調が悪くなり、明石

市民病院に入院されました。私も心配なの

で毎日、お見舞いに行きました。翌 1993年

のある朝「トマトが食べたい」と言われたの

で、急いで買ってきて食べてもらいました

ら、美味しそうに食べられました。後日、息

を引き取られました。本当にご苦労の連続

で一生懸命、こころ病む人のために動かれ

ました。 

ご長男はお元気で家庭生活を送っておら

れ、宇野会長亡き後も、私は電話連絡したり、

家にお尋ねしたり、苺狩りにお声をかけた

りしていました。ある日、ご長男を尋ねると、

自宅におられず、ご近所の方に聞くと、道路

で膝を痛め、ご長女が精神病院へ入院させ

たとのことでした。病院に聞いても、家族で

ないという理由で断られて、病棟も教えて

もらえませんでした。ご長男は翌年他界さ

れたと聞き、がっかりしました。何もできず、

いまだに申し訳ない気持ちでいっぱいです。

宇野会長、ご苦労様でした。本当に有難うご

ざいました。 

 

（「垂西むつみ会作業所」や「なでしこの里作業所」から始まった活動は、その後、社会

福祉法人「かがやき神戸」の設立（1999年）等を経て、大きく発展しました。） 



こころの病家族教室のご案内 

すいめいさんと一緒に考える

「オープンダイアローグ」 

～対話とはなにか？
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２０２４年度 

こころの病家族教室参加申し込み票 
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当事者の声             

「当事者から学ぶ～現実編～」 

吉本 広志 

 

精神障がい者に対する差別偏見は、根強いものがあります。鉄道

の人身事故の自死者の 9割が精神疾患といわれています。この社会

に追い詰められて亡くなっていくのだと思います。社会の矛盾のし

わ寄せが弱者にきているのだと思います。 

私が、地下鉄のホームで待っていると隣にいた若い女性がふっと

離れていくんです。私は嫌な思いをしました。「そんなに嫌か」と思

いました。スーパーとかに行くと警備が近づいてきて「何かしない

か」と見ているんですね。「何かするだろう」と。犯罪者扱いです。

バスに乗っていても乗務員が見ているわけです。「目を離さないぞ」という感じで。一般に

働いている人にはそんな目では見ないです。 

  兵庫県精神医療人権センターでボランティアをしていると色々なことを聞きます。家族

が退院を反対していて退院できない。病院は患者を退院させるつもりはないのか、などで

す。 

  私は何もやっていません。ひとりの人間が地震を起こすなんてあり得ないです。やまいで

誇大妄想とか関連妄想とか被害妄想とかあります。周りも何か勘違いしているのではない

かと思うことがあります。私がどうあがいても何もできません。地震はこれからも起こる

し、私はどうしようもありません。幻聴が聴こえることがあります。しかし、まぼろしです。 

  周りは精神障がいを理解できないのだと思います。だから、怖いもの危ないものという見

方をして差別するのだと思います。社会の理不尽さを感じています。周りからマークされて

辛い思いをしてきました。本当に辛かったです。今は還暦を回り世間の常識的なことは諦め

つつあります。パートナーも見つからないと思います。私はこれから、リカバリーカレッジ

KOBEを続けて何か勉強できることがないかと模索しています。それが希望です。 

 

こころの病 ひとりで悩まないで！     
 

神家連 家族による電話相談 
 

相談専用番号：０７８－９５４－５０１２ 
 

受付時間：第１～第４金曜日（除祝日） 

１０時～１２時 １３時～１５時 

                   （面談を希望される場合は予約をお願いいたします。） 
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相談窓口〈手をつなぐ団体〉
　　

家族会
　神戸市内各地区10家族会と連携 事務局TEL:382-0105 神戸市立総合福祉センター内

 https://www.shinkaren.com

手をつなぐ心の病相談窓口

ＮPO法人神戸市精神障がい者家族会連合会の輪

＊精神科救急窓口：（精神科救急情報センターTEL078‐367‐7210 ）（平日１７時～ 翌日9時, 土・日：午前９時～翌日午前９時）

＊兵庫県精神福祉家族会連合会：（電話相談窓口 TEL891-3886） (午前10時～１２時、午後１時～３時）

＊兵庫県精神保健センター相談窓口、（相談予約 ＴＥＬ：252-4980） （火曜日～土曜日午前）

＊就労相談窓口： 精神障害者対象就労支援 （相談TEL:252-4980  職親会（中小企業グループ）、兵庫県精神保健センター内

＊ひきこもりから自立（生活）訓練 （相談窓口 TEL262-1600） Basic academy（ 株式会社DOORS ）

＊障害者年金・相続（ 相談窓口 TEL230-3723, 携帯090-5972-3652)：金子友造社会保険労務士事務所（社労士・FP）

＊依存症・臨床心理 （相談窓口 ＴＥＬ599-7365 幸地クリニック）：中元康雄臨床心理士、ＰＳＷ

障害を理由とする差別に関する相談窓口 事前予約制

・福祉課 ＴＥＬ322-0310

TEL ＃8900 (短縮ダイヤル）

神戸市立総合福祉センタ- 1Ｆ

・ 電話・Eメール・来所・オンライン・

訪問 、面談（要予約）等

TEL 371-1900（代）

・相談窓口（自殺等） 371-1855

・思春期専門医相談（面談）

・依存症専門医師相談（面談）

（要予約） 371-1900

神戸市立総合福祉センタ- 3F

こども・

若者ケア

ラー相談・

支援窓口

障害者地域

神戸市

精神保健

福祉センタ

－

神戸市

福祉局

健康局

各区役所

保健福祉課

窓口

神戸

ひきこもり

支援室 心の

病
神家連

TEL954-5012
電話相談金曜日

神戸市

発達障害者

支援センタ

ご

まずは各区役所に精神障害専門員２名配置され

ており相談してください。、地域で安心して暮らし

続けることができるよう障害者相談支援センター１

９ヶ所と各区1ヶ所地域生活支援拠点があります。

さらに個別計画相談の特定相談事業所がありま

TEL ３６１-７６００
Eメ－ル

carer_shien@office.citiy.kobe.lg.jp

神戸市立総合福祉センタ-1F

保健福祉課

精神担当 2名

虐待相談窓口は TEL 731-0101

・24時間３６５日受付

・差別偏見相談は TEL ３２２－０３１０

障害相談（障害者相談支援センタ－

の機能や障害者の見守り）及び生活介

護や短期入所の障害者福祉サ－ビス

（ショートステイ）

TEL 322-5164 

神戸市福祉局障害福祉課５F

・東部・中部・西部・北部相談

窓口4ヶ所

TEL.672-6480

兵庫区駅南通5丁目1-1

・中部在宅障害者福祉

センタ－2F

TEL271-5314（代）

中央区磯上通3-1-32

こうべ市民福祉交流センター

＊地域支援部相談窓口

TEL271-5317

＊障害者相談支援 センター

＊安心サポートセンター

TEL271-3740

・権利擁護相談

・成年後見支援センター

・日常生活自立支援事業

＊障害者スポーツ振興センター

神戸市

社会福祉

協議会

ご

ご
神戸

障害者就業・

生活支援

センタ-

障害者地域

生活支援拠点

各区9ケ所

ご

障害者相談

支援センター

市内１９ヶ所

ご

神戸市

障害者虐待

防止センタ－
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神戸市からのお知らせ 

共生社会の実現に向けて 

令和６年４月に改正障害者差別解消法が施行されました！ 

障害者差別解消法が改正されたことをご存知でしょうか。 

今回の改正ポイントは、民間事業者においても「合理的配慮の提供が義務化」されたことです。合理的配慮に

ついて、どのような対応がとられるのか考えてみましょう。 

 

事例 障がいの状況によっては、セミナー参加中に情緒不安定になってしまうことがある。 

対応 情緒不安定になったときには、落ち着くまで一人になれる場所へ移動して休むことができるようしても

らう。 

事例 異性とのコミュニケーションに負担を感じてしまうことから、同性に接客対応してほしい。 

対応 同性の社員がいる場合には、その者に接客対応してもらう。 

 

普段の生活において、不当な差別を受けたり、障がいに合わせた対応をしてもらえず困ったことはありませ

んか。神戸市では「障害を理由とする差別に関する相談窓口」を設置していますので、ご相談ください。 

 

神戸市 「障害を理由とする差別に関する相談窓口」 

電話：０７８－３２２－0310 ／ FAX：078－322－6044 

eメール：syogai_sabetsu@office.city.kobe.lg.jp 

 

ヘルプマークとヘルプカードについて 

ヘルプマークは、援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方が周囲の方に配慮を必要と

していることを知らせることで、援助が得やすくなるよう作成したマークです。また、マークとは別にヘルプカ

ードもあります。障がい名や緊急連絡先、かかりつけ医、災害時の緊急避難場所などを記載しておくことがで

きます。免許証サイズなので財布などに入れておけば、いざというときの備えになります。 

必要な方は、お近くの区役所、障害者相談支援センター、神戸市営地下鉄各駅（西神・山手線、海岸線）など

でもらうことができます。持ち物や手続きは必要ありませんので、職員にお声がけください。 

 

 

mailto:syogai_sabetsu@office.city.kobe.lg.jp
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【賛助会員のお願い】 

神戸市精神障がい者家族会連合会（神家連）は、2024年 9月に、NPO 法人となって 4年目

を迎えます。これからも、精神障がい者の福祉増進に向けて、家族、関係機関と共に邁進し

ていく所存です。つきましては、趣旨に賛同頂き、ご支援ご協力をよろしくお願い致します。 

☆賛助会費：年会費 個人 1 口 3,000 円、団体 1 口 10,000 円 

賛助会費は郵便振替用紙をご利用下さい（申し訳ありませんが、手数料はご負担下さい）。 

☆郵便振替番号： 00990-7-325255  加入者名： NPO 法人神家連 

☆会計年度：4 月 1日～翌年 3月 31日 

【連絡先】神戸市精神障がい者家族会連合会（神家連）事務所   

  〒650-0016 神戸市中央区橘通 3丁目 4-1 神戸市立総合福祉センター4階 

TEL&FAX 078-382-0105  PC メール shinkaren@juno.ocn.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     【カット募集しています！】 

 いつも神家連詩をご愛読くださいまして有難うございます。

カットを皆様から募集しています。白紙（最小 5cm ｘ 5cm）

に描いて郵送くださるか、データ（.jpg）にしてメール添付で

お送りください。匿名可ですが、連絡先をお知らせください。

採用分には 1 カット 600 円お支払いさせていただきます。送

り先、PC メールアドレスは上記の通りです。ご応募お待ちし

ています！ 

                                                                                 

【編集後記】 

 世界中に騒がしい日々が続いております。昭和の敗戦後、大きな戦争が起こらないのでは

と、錯覚しておりました。唯々見守るばかりです。日本は己の力で民主主義を勝ち取ったこ

とがない。又、世界で民主主義の力が弱っているのでは？という記事を読みました。当事者

の方々にとって困難は多いと存じます。あらゆる社会的資源を活用していって、前向きに生

きて下さったら、と思います。（J・N） 

一
九
九
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年
九
月
三
日
第
三
種
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毎
月
（
一
・
二
・
三
・
五
・
六
・
八
の
日
）
発
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寄付金・賛助会費等を有難うございました！ 

令和 6年度 寄付金・賛助会費等を納入頂いた方（令和 6年 3月～6年 7 月）（敬称略） 

【購読料】公明党神戸市会議員団 

【寄付】田村至、長谷川泰弘、藤原志津子、垂水家族会（代表・富本真弓） 

【団体】就労継続支援 B 型作業所「ぽこぁぽこ」（代表理事・加納郁久）２口 

社会保険労務士金子事務所（金子友造） 

【個人】香川真二、吉田恵子、森川良恵、黒岩ウノ（２口）、豊田聖子、福島康子、 

石川悦子、佐伯順一、東正幸、前嶋昌子、富本真弓 
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